
○障害者手帳の交付状況

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付数推移（年度末時点）

身体障害者手帳 （単位：件、％）

増減数 増減率 増減数 増減率 増減数 増減率 増減数 増減率

視覚障害 4,105 △ 102 -2.4% 3,945 △ 160 -3.8% 3,920 △ 25 -0.6% 3,931 11 0.3%

聴覚・平衡機能障害 8,232 △ 120 -1.5% 8,051 △ 181 -2.2% 8,165 114 1.4% 8,271 106 1.3%

825 △ 26 -3.1% 794 △ 31 -3.6% 800 6 0.7% 795 △ 5 -0.6%

肢体不自由 28,726 △ 1,348 -4.5% 27,843 △ 883 -2.9% 27,636 △ 207 -0.7% 27,399 △ 237 -0.9%

内部障害 28,119 △ 1,324 -4.5% 27,771 △ 348 -1.2% 27,755 △ 16 -0.1% 27,750 △ 5 0.0%

心臓機能障害 19,529 △ 977 -4.8% 19,177 △ 352 -1.7% 18,959 △ 218 -1.1% 18,734 △ 225 -1.2%

じん臓機能障害 5,380 △ 172 -3.1% 5,390 10 0.2% 5,525 135 2.5% 5,635 110 2.0%

呼吸器機能障害 833 △ 154 -15.7% 779 △ 54 -5.5% 756 △ 23 -2.8% 768 12 1.5%

ぼうこう・直腸・小腸機能障害 1,769 △ 60 -3.4% 1,779 10 0.5% 1,830 51 2.9% 1,894 64 3.6%

免疫機能障害 448 33 8.6% 471 23 5.5% 508 37 8.3% 535 27 5.7%

肝臓機能障害 160 6 4.4% 175 15 9.7% 177 2 1.3% 184 7 4.0%

0 △ 3 -150.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

70,007 △ 2,923 -4.0% 68,404 △ 1,603 -2.2% 68,276 △ 128 -0.2% 68,146 △ 130 -0.2%

(3,666) 0.0%

※　平成25年４月から那覇市の中核市移行に伴い身障手帳業務を県から移管したが、表はすべて那覇市分も含めて集計している。

療育手帳 （単位：件、％）

増減数 増減率 増減数 増減率 増減数 増減率 増減数 増減率

5,500 229 4.5% 5,425 △ 75 -1.4% 5,710 285 5.2% 6,005 295 5.4%

11,511 307 2.8% 11,103 △ 408 -3.6% 11,549 446 3.9% 11,918 369 3.3%

17,011 536 3.4% 16,528 △ 483 -2.9% 17,259 731 4.3% 17,923 664 4.0%

精神障害者保健福祉手帳 （単位：件、％）

増減数 増減率 増減数 増減率 増減数 増減率 増減数 増減率

5,579 249 4.7% 5,695 116 2.2% 5,841 146 2.6% 5,914 73 1.3%

12,287 601 5.4% 12,689 402 3.4% 13,066 377 3.1% 14,292 1,226 9.7%

3,759 226 6.7% 3,918 159 4.5% 4,054 136 3.6% 4,551 497 12.7%

21,625 1,076 5.5% 22,302 677 3.3% 22,961 659 3.0% 24,757 1,796 8.1%

108,643 △ 1,311 -1.2% 107,234 △ 1,409 -1.3% 108,496 1,262 1.2% 110,826 2,330 2.2%

【出典】

身体・療育：福祉行政報告例

精神：沖縄県保健医療部地域保健課業務資料　
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障害福祉サービスの内容と利用者数（令和５年３月時点）

北部 中部 南部 宮古 八重山

居宅介護
入浴、排せつ又は食事の介護など、居宅での生活全般にわた
る援助サービス 139 1,163 1,471 176 85 3,034

重度訪問介護
重度の肢体不自由者を対象とした、居宅における介護から外
出時の移動支援までを行う総合的なサービス 13 69 70 6 6 164

行動援護
知的・精神障害により行動上著しく困難のある障害者・障害
児を対象とした、行動の際に生じうる危険回避のための援護
や、外出時の移動支援

0 86 75 0 4 165

重度障害者等
包括支援

常時介護を必要とする重度障害者・障害児を対象とした、居
宅介護をはじめとする福祉サービスの包括的支援 0 0 0 0 0 0

同行援護
視覚障害により移動に著しく困難のある障害者・障害児を対
象とした、移動に必要な情報を提供するなどの支援や、外出
時の移動支援

18 136 301 24 5 484

施設入所支援
施設入所者を対象とした、主として夜間に行われる、入浴、
排せつ、食事の介護等 250 677 1,074 122 103 2,226

共同生活援助
(グループホー
ム)

主として夜間に行われる、共同生活を営む住居における相談
その他の日常生活上の援助 253 873 1,243 84 87 2,540

自立生活援助
定期的な居宅訪問や臨時の対応等、一人暮らしに必要な理解
力･生活力等を補うための支援 0 1 3 0 0 4

療養介護
主として日中に病院などの施設で行われている機能訓練、療
養上の管理、介護、医学的管理下での介護や日常生活上の援
助

36 138 228 11 8 421

生活介護
常時介護を必要とする障害者を対象とした、主として日中に
障害者支援施設などで行われている、入浴、排せつ、食事の
介護や創作的な活動又は生産活動の機会の提供等

403 1,527 1,953 187 145 4,215

短期入所
介護者が病気の場合などにおける、障害者支援施設などへの
短期入所による入浴、排せつ、食事の介護等 42 370 367 6 18 803

自立訓練
(機能)

自立した日常生活や社会生活を営むことを目的とした、身体
機能や生活能力の向上のための有期の訓練 0 5 14 0 0 19

自立訓練
(生活)

自立した日常生活や社会生活を営むことを目的とした、身体
機能や生活能力の向上のための有期の訓練 8 149 200 0 8 365

自立訓練
(宿泊訓練)

自立した日常生活や社会生活を営むことを目的とした、身体
機能や生活能力の向上のための有期の訓練 2 45 36 0 1 84

就労移行支援
職場実習など、就労に必要な知識・能力の向上のための有期
の訓練等 11 111 234 1 12 369

就労継続支援
(Ａ型)

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者を対象とし
た、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練等 104 838 893 100 87 2,022

就労継続支援
(Ｂ型)

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者を対象とし
た、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練等 700 2,515 3,582 294 220 7,311

就労定着支援
一般就労に移行した人を対象とした、就労に伴う生活面の課
題に対応するための支援 2 61 103 0 1 167

計画相談支援
支給決定時のサービス等利用計画・障害児支援利用計画の作
成及び支給決定後の見直し 285 1,726 2,274 156 154 4,595

地域移行支援
障害者支援施設等に入所中の障害者または精神科病院に入院
中の精神障害者の住居の確保、地域における生活に移行する
ための活動に関する相談等

1 4 9 1 0 15

地域定着支援
居宅において単身等で生活する障害者について、常時の連絡
体制の確保、障害特性に起因して生じた緊急の事態の相談等 0 0 0 0 0 0

児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集
団生活への適応訓練等 82 904 1,289 87 41 2,403

医療型児童発達
支援

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集
団生活への適応訓練・治療等 0 34 24 0 0 58

放課後等デイ
サービス

生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流促進等 411 2,563 3,271 101 134 6,480

保育所等訪問支
援

障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支
援等 21 336 204 6 0 567

居宅訪問型発達
支援

重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問
して行う発達支援 0 4 4 0 0 8

障害児相談支援
支給決定時の障害児支援利用計画の作成及び支給決定後の見
直し 116 982 1,124 70 27 2,319

2,897 15,317 20,046 1,432 1,146 40,838合計

サービス名 内容

利用者数（単位：人）

圏域別
合計
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指定障害福祉サービス事業所数の推移

H30.4.1 H31.4.1 R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1
令和4年度
新規指定

居宅介護 264 270 267 275 292 301 29

重度訪問介護 254 260 254 262 276 285 26

行動援護 38 39 36 36 37 39 5

重度障害者等包括支援 0 0 0 0 0 0 0

同行援護 115 110 105 111 111 114 10

療養介護 6 6 6 6 6 6 0

生活介護 144 161 175 177 184 185 10

短期入所 71 77 88 91 104 110 10

施設入所支援 46 46 46 46 46 46 0

共同生活援助 96 102 125 154 184 197 23

宿泊型自立訓練 6 5 5 5 5 5 0

自立訓練(機能) 6 6 5 5 5 5 0

自立訓練(生活) 51 48 48 53 50 49 6

就労移行（一般） 95 86 78 78 72 70 6

就労継続支援（Ａ型） 108 111 116 119 126 126 6

就労継続支援（Ｂ型） 283 300 309 334 369 402 40

就労定着支援 0 17 20 21 22 22 0

自立生活援助 0 1 0 2 3 3 0

計画相談支援 180 196 195 204 231 238 24

地域移行支援 45 44 41 39 38 35 2

地域定着支援 44 43 41 39 38 35 2

合　　計　① 1,853 1,928 1,960 2,057 2,199 2,273 199

指定障害児通所・入所支援事業所数の推移

H30.4.1 H31.4.1 R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1
令和4年度
新規指定

障害児相談支援 158 174 177 182 206 217 25

児童発達支援 219 247 270 304 356 403 72

放課後等デイサービス 339 382 406 453 508 555 82

居宅訪問型児童発達支援 0 1 1 1 1 3 2

保育所等訪問支援 15 18 25 31 50 68 26

障害児入所支援 4 4 4 4 4 4 0

医療型障害児入所支援 4 4 4 4 4 4 0

医療型児童発達支援 2 2 2 2 2 1 0

合　　計　② 741 832 889 981 1,131 1,255 207

障害児者指定事業所数の推移

H30.4.1 H31.4.1 R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1
令和4年度
新規指定

① ＋ ② 2,594 2,760 2,849 3,038 3,330 3,528 406
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都道府県名 47_沖縄県

aのうち
セルフプラン

b

cのうち
セルフプラン

d

（合計） 18,314 153 0.8% 8,920 138 1.5%

1 那覇市 3,679 15 0.4% 1,235 3 0.2%
2 宜野湾市 1,201 7 0.6% 883 4 0.5%
3 石垣市 627 89 14.2% 198 70 35.4%
4 浦添市 937 3 0.3% 589 3 0.5%
5 名護市 830 15 1.8% 442 2 0.5%
6 糸満市 764 0 0.0% 518 0 0.0%
7 沖縄市 2,212 10 0.5% 1,096 27 2.5%
8 豊見城市 649 0 0.0% 486 0 0.0%
9 うるま市 1,815 2 0.1% 960 6 0.6%

10 宮古島市 796 1 0.1% 193 14 7.3%
11 南城市 573 0 0.0% 286 2 0.7%
12 国頭村 79 1 1.3% 5 2 40.0%
13 大宜味村 63 0 0.0% 15 0 0.0%
14 東村 37 0 0.0% 9 0 0.0%
15 今帰仁村 160 1 0.6% 42 0 0.0%
16 本部町 226 4 1.8% 70 0 0.0%
17 恩納村 134 0 0.0% 49 0 0.0%
18 宜野座村 79 0 0.0% 62 0 0.0%
19 金武町 232 0 0.0% 92 0 0.0%
20 伊江村 71 0 0.0% 0 0
21 読谷村 423 0 0.0% 210 0 0.0%
22 嘉手納町 198 0 0.0% 74 0 0.0%
23 北谷町 287 1 0.3% 181 0 0.0%
24 北中城村 172 0 0.0% 100 0 0.0%
25 中城村 322 0 0.0% 130 0 0.0%
26 西原町 490 1 0.2% 270 0 0.0%
27 与那原町 208 0 0.0% 178 1 0.6%
28 南風原町 427 3 0.7% 298 1 0.3%
29 渡嘉敷村 4 0 0.0% 1 0 0.0%
30 座間味村 0 5 3 60.0%
31 粟国村 12 0 0.0% 0 0
32 渡名喜村 2 0 0.0% 0 0
33 南大東村 0 0 0.0% 0 0
34 北大東村 0 0 0 0
35 伊平屋村 10 0 0.0% 0 0
36 伊是名村 18 0 0.0% 0 0
37 久米島町 71 0 0.0% 29 0 0.0%
38 八重瀬町 460 0 0.0% 209 0 0.0%
39 多良間村 3 0 0.0% 1 0 0.0%
40 竹富町 31 0 0.0% 4 0 0.0%
41 与那国町 12 0 0.0%
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0

令和５年３月末時点のセルフプラン率

№ 市区町村名

障害者総合支援法分 児童福祉法分

障害福祉
サービス等
受給者数
a　 (※１)

障害児通所
支援受給者数

c　(※２)

※１　令和５年３月末時点の障害福祉サービス又は地域相談支援の受給者数
※２　令和５年３月末時点の障害児通所支援の受給者数

セルフプラン率
d/c(%)

セルフプラン率
b/a (%)

（別紙１）
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（別紙１－２）

都道府県名 47_沖縄県

aのうち
セルフプラン

b

セルフプラン率
b/a (%)

bのうち
障害者本人等

が
希望した数

（※２）

cのうち
セルフプラン

d

セルフプラン率
d/c(%)

dのうち
障害児の保護

者
が希望した数

（※４）

（合計） 7,337 50 0.7% 27 41 4,032 54 1.3% 32 41

1 那覇市 1,065 13 1.2% 13 3 708 3 0.4% 3 3
2 宜野湾市 261 2 0.8% 2 3 197 3 1.5% 3 3
3 石垣市 135 23 17.0% 3 2 57 21 36.8% 19 2
4 浦添市 290 0 0.0% 3 246 0 0.0% 3
5 名護市 111 3 2.7% 1 2 85 0 0.0% 0 2
6 糸満市 203 0 0.0% 0 2 151 0 0.0% 0 2
7 沖縄市 692 1 0.1% 1 2 475 12 2.5% 0 2
8 豊見城市 649 0 0.0% 0 1 486 0 0.0% 0 1
9 うるま市 824 0 0.0% 0 1 268 3 1.1% 3 1

10 宮古島市 232 0 0.0% 0 2 42 6 14.3% 0 2
11 南城市 573 0 0.0% 0 2 286 2 0.7% 2 2
12 国頭村 79 1 1.3% 0 2 5 2 40.0% 0 2
13 大宜味村 7 0 0.0% 0 3 2 1 50.0% 1 2
14 東村 37 0 0.0% 0 1 9 0 0.0% 0 1
15 今帰仁村 46 1 2.2% 1 2 14 0 0.0% 0 2
16 本部町 91 1 1.1% 1 1 15 0 0.0% 0 1
17 恩納村 84 0 0.0% 0 3 28 0 0.0% 0 3
18 宜野座村 24 0 0.0% 0 2 11 0 0.0% 0 2
19 金武町 85 0 0.0% 0 3 36 0 0.0% 0 3
20 伊江村 71 0 0.0% 0 2 0 0 0 2
21 読谷村 222 0 0.0% 2 51 0 0.0% 2
22 嘉手納町 54 0 0.0% 0 2 6 0 0.0% 0 2
23 北谷町 101 1 1.0% 1 2 40 0 0.0% 0 2
24 北中城村 43 0 0.0% 0 1 47 0 0.0% 0 1
25 中城村 61 0 0.0% 2 12 0 0.0% 0 2
26 西原町 490 1 0.2% 1 1 270 0 0.0% 0 1
27 与那原町 45 0 0.0% 0 3 58 0 0.0% 0 2
28 南風原町 427 3 0.7% 3 2 298 1 0.3% 1 2
29 渡嘉敷村 4 0 0.0% 0 3 0 0 0 3
30 座間味村 0 0 0 2 0 0 0 2
31 粟国村 43 0 0.0% 0 3 0 0 0 3
32 渡名喜村 2 0 0.0% 0 1 0 0 0 1
33 南大東村 0 0 0.0% 0 3 0 0 0.0% 0 3
34 北大東村 0 0 0 3 0 0 0 1
35 伊平屋村 10 0 0.0% 0 2 0 0 0 2
36 伊是名村 10 0 0.0% 0 1 0 0 0 3
37 久米島町 71 0 0.0% 0 2 29 0 0.0% 0 2
38 八重瀬町 155 0 0.0% 0 2 95 0 0.0% 3
39 多良間村 3 0 0.0% 0 3 1 0 0.0% 0 3
40 竹富町 31 0 0.0% 0 2 4 0 0.0% 0 2
41 与那国町 6 0 0.0% 2 3
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0

障害者総合支援法分 児童福祉法分

※１　令和５年４～６月に支給決定（変更含む）された障害福祉サービス又は地域相談支援の受給者数
※２　障害者本人等が希望しており、かつ身近な地域に相談支援事業者がない場合も含む
※３　令和５年４～６月に支給決定（変更含む）された障害児通所支援の受給者数
※４　障害児の保護者が希望しており、かつ身近な地域に相談支援事業者がない場合も含む

令和５年４～６月のセルフプラン状況（詳細）

市町村における
相談支援事業

者
の充足状況

１：充足している
２：不足している
３：わからない

市町村における
相談支援事業

者
の充足状況

１：充足している
２：不足している
３：わからない

№ 市区町村名
障害福祉

サービス等
受給者数
a　 (※１）

障害児通所
支援受給者数

c　(※３）

セルフプラン率が50%以上：セルが黄色
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都道府県名

毎月 ２ヶ月 ３ヶ月 ４ヶ月 ６ヶ月 １２ヶ月 その他 毎月 ２ヶ月 ３ヶ月 ４ヶ月 ６ヶ月 １２ヶ月 その他

（合計） 16,659 278 218 6,594 630 8,444 59 436 8,613 194 79 2,276 808 4,941 22 293

1 那覇市 3,500 32 51 1,639 90 1,662 4 22 1,232 0 1 544 38 649 0 0
2 宜野湾市 1,065 0 7 371 20 458 0 209 879 13 8 88 86 506 0 178
3 石垣市 488 192 296 128 128
4 浦添市 934 4 1 436 10 483 0 0 586 1 1 22 4 558 0 0
5 名護市 650 6 38 149 133 284 20 20 422 2 20 74 94 181 22 29
6 糸満市 764 77 2 218 24 442 1 0 518 55 2 54 190 216 0 1
7 沖縄市 1,926 33 37 966 37 853 0 0 1,069 5 6 381 155 522 0 0
8 豊見城市 633 1 0 231 3 398 0 0 486 0 0 25 2 459
9 うるま市 1,704 81 47 841 89 642 0 4 954 26 14 311 93 500 0 10

10 宮古島市 720 4 0 135 0 581 0 0 179 0 0 20 0 159 0 0
11 南城市 545 0 1 219 2 323 0 0 284 0 1 45 7 231 0 0
12 国頭村 78 2 18 9 48 1 2 1 1
13 大宜味村 0 0
14 東村 37 2 3 32 9 9
15 今帰仁村 159 11 2 13 11 116 6 0 42 23 0 0 3 16 0 0
16 本部町 222 5 5 39 19 120 4 30 70 0 13 19 6 14 0 18
17 恩納村 134 1 32 2 85 3 11 49 8 2 39
18 宜野座村 79 1 1 14 0 51 0 12 59 56 0 3 0 0 0 0
19 金武町 232 0 6 65 4 115 0 42 92 0 4 11 7 43 0 27
20 伊江村 0 0
21 読谷村 423 6 4 204 30 167 11 1 210 207 3
22 嘉手納町 188 0 3 80 16 60 1 28 74 0 1 36 7 19 0 11
23 北谷町 286 6 8 123 62 64 0 23 181 2 5 110 50 6 0 8
24 北中城村 161 0 2 46 47 59 0 7 100 1 3 51 20 20 0 5
25 中城村 0 0
26 西原町 489 0 0 229 0 260 0 0 270 0 0 10 0 260 0 0
27 与那原町 208 0 2 62 2 139 0 3 177 2 0 31 4 138 0 2
28 南風原町 424 0 1 129 7 287 0 0 297 0 0 136 15 146 0 0
29 渡嘉敷村 4 4 1 1
30 座間味村 0 0
31 粟国村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 渡名喜村 1 1 0
33 南大東村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 北大東村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 伊平屋村 10 0 0 0 0 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
36 伊是名村 18 0 0 0 2 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 久米島町 71 8 0 17 0 46 0 0 29 8 0 0 0 21 0 0
38 八重瀬町 460 0 0 114 8 316 4 18 209 0 0 89 21 95 0 4
39 多良間村 3 3 1 1
40 竹富町 31 0 0 8 0 21 0 2 4 0 0 0 0 4 0 0
41 与那国町 12 0 2 9 1 0
42 0 0 0
43 0 0 0
44 0 0 0
45 0 0 0

サービス等利用計画案におけるモニタリング設定期間について

47_沖縄県

※１　モニタリング対象者数は、令和５年３月末時点の数とし、支給決定の際にモニタリング設定期間が定められた全ての者を計上すること。
※２　モニタリング設定期間は支給決定の際に定めた期間とし、モニタリング期間が途中で変更になる場合は３月末時点で判断する。

№ 市区町村名

障害者総合支援法分 児童福祉法分

モニタリング
対象者数

（※１）

モニタリング
対象者数

（※１）

モニタリング設定期間　※２ モニタリング設定期間（※２）

（別紙２）

新規支給決定の際の３ヶ月間の毎月モニタリン
グはここに計上せず、その後の期間で計上する
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別紙２（市町村用）※基幹相談支援センターを設置している場合、１箇所につき１行記載してください（共同で設置の場合は、事務局市町村のみが記載してください。）。

TRUE

TRUE
10

TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE

実施方法
窓口の

設置場所

令和５年度の基幹相談支援
センターの委託料（予定）の
額（千円）

数
常勤
かつ
専任

その他
常勤
かつ
専任

その他
常勤
かつ
専任

その他
社会福祉

士
保健師

精神保健
福祉士

看護師・
准看護師

介護福祉
士

介護支援
専門員

臨床心理
士

公認心理
師

その他の
専門的職

員

47_沖縄県 10 0 10 4 3 116,566 4 10 10 10 9 10 4 7 0 0 0 3 0 14 0 10 18 26 3 15 5 6 5 0 3 0
1 石垣市 3 2 1 18,019 1 石垣市障がい者基幹相談支援センター沖縄県石垣市字真栄里672番地 1 石垣市 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
2 浦添市 2 4 29,956 2 指定管理 浦添市障がい者（児）基幹相談支援センターてだこの森 沖縄県浦添市牧港四丁目5番10号3F 8 医療法人へいあん・社会福祉法人浦添市社会福祉協議会共同企業 2 1 7 3 1 3

3 沖縄市 2 2 1 42,537 1
沖縄市障がい者基
幹相談支援セン
ター

沖縄市知花6-36-17 8
公益社団法人　沖縄
県精神保健福祉会連
合会

2 1 1 3
2 4

4 豊見城市 2 3 1 26,054 2 委託 豊見城市基幹相談支援センター 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地１ 2 社会福祉法人とよみ福祉会・社会福祉法人まつみ福祉会 1 1 1 1 0 4 0 0 0 4 1 1
1 うるま市 1 うるま市障がい者等基幹相談支援センター 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号 1 うるま市 1 1 1 5 11 8 2 5 4 4 3 0 0 0
6 西原町 1 西原町基幹相談支援センター 沖縄県中頭郡西原町字与那城140番地1 1 西原町役場福祉課障がい支援係 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 与那原町 1 与那原町基幹相談支援センター 沖縄県島尻郡与那原町字上与那原16番地 1 与那原町役場 1 1 1 0 0 1 1 1 1
8 南風原町 1 南風原町基幹相談支援センター 沖縄県島尻郡南風原町字兼城686番地 1 南風原町 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

10 宮古島市 1 宮古島市基幹相談支援センター 沖縄県宮古島市平良字西里1140 1 宮古島市 1 5 3 1 1
11 宜野湾市 1 宜野湾市基幹相談支援センター 沖縄県宜野湾市野嵩1丁目1番1号 1 1 1 2 3 1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

一般相談支援事業に係る指
定ありの場合：「１」を記載
特定相談支援事業に係る指
定ありの場合：「２」を記載
一般相談支援事業+特定相
談支援事業に係る指定あり
の場合：「３」を記載
一般相談支援事業+特定相
談支援事業に係る指定なし
の場合：「４」を記載

障害者相談支援事業（交付
税）の委託も行っている場合
：「１」を記載

 地方公共団体　　：１
 社会福祉法人　　：２
 医療法人　　　　　：３
 社団・財団法人　：４
 協同組合　　　　　：５
 営利法人　　　　　：６
 特定非営利法人 ：７
 その他　　　　　 　：８

単一の法人等による受託の
場合：「１」を記載

複数法人による共同受託・
共同設置の場合「２」を記載

その他の場合「３」を記載し
た上で具体的な受託形態を
次に記載。

基幹相談支援センターを
委託により設置する場合

・市町村役所：１
・公共施設：２
・障害福祉サービス
事業所内：３
・障害者支援施設：
４
・その他：５

①主任相談支援専門
員

※配置される主任相
談支援専門員の要件
(実務経験＋主任研修
の修了)を満たした相
談支援専門員の人数

を記載

②相談支援専門員
（①を除く。）

※基幹相談支援センターと
障害者相談支援事業の両方
を委託している場合は、両方
の委託料（予定）を足した額

①②以外の者

業務に従事する者の内、専門的職員の人数
※１人の者が複数の資格を有する場合は、複数に計上（整数で計上すること）

住所
（○○県から、
郵便番号不要）

基幹相談支援センターの業務に従事する者の人数
※整数で計上すること

都道府県名
※ドロップダウ
ンリストから選

択

事務局市町村名

具体的な受託
形態を記載
（記述）

運営主体による完
全独自運営を行っ
ている場合：「１」を
記載

運営主体以外の管
内の法人等が基幹
相談支援センター
の設置運営に協力
を行っている場合：
空欄

所在地

運営主体名
（正式名称）
※（社）、（福）など
省略表記はしないこ
と

地域生活支援拠点
等（地域生活拠点
又は面的な体制）
：当該事業所が地
域生活支援拠点等
（のひとつ）として該
当する場合に「１」を

記載

運営方式

運営主体以外の管内の法人等が基幹相談支援センターの設
置運営に協力を行っている場合を選択（S列が空欄）
：該当する協力内容に「１」を記載（複数回答可）

人員に関する協力
を実施(職員の出
向・派遣等)

企画運営に関する
協力を実施(運営会
議等への委員の派
遣等)

窓口設置に関する
協力を実施(場所の
貸与等)

基幹相談支援
センターの基本情報

基幹相談支援
センター名

（正式名称）

運営主体

事務局市町村以外の市町村

市町村名

0

直営　：
「１」
委託　：
「２」
直営＋委
託
：「３」
いずれかを
選択

【記載上の注意事項】

○事務局市町村（※）がとりまとめて記載してください。

（※回答用紙（市町村用）の問８－２において、A、BまたはCを選択し、かつ「１」と記

載した市町村）

○事務局市町村以外の市町村（※）については、C～E列に記載されていることを確認して

ください。

（※回答用紙（市町村用）の問８－２において、A、BまたはCを選択し、かつ「２」と記載した

市町村）

○同一の基幹相談支援センターが重複して記載されていないかご確認ください。（都道府

県とりまとめ担当者）

特に、複数市町村の共同設置の場合に、重複記載されることのないようにしてください。

最後にここがTRUEになっているか確認してくださ

←設置箇所数

（集計用紙の問８－１の合計と

事務局市町村以外の市町村の

金額が100,000千円以上（＝１

億円）又は0円の場合、セルが

黄色になりますので、間違いが

事務局となる市町村がな

い場合、便宜上、一箇所

1
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地域生活支援拠点等の全国の整備状況（市町村（特別区を含む。）一覧）（令和5年4月1日現在）
＜記入方法について＞
・令和5年4月1日現在で記載してください。
・令和5年4月1日現在の人口を記載してください。
a.整備状況について、「整備済／令和5年度末までに整備予定／令和6年度に整備予定／その他」から当てはまる欄１つにプルダウンから○をつけてください。なお、整備済と回答した市町村（特別区を含む。）については、整備時期（整備年月）を記載してください。
　（整備済については令和5年４月１日まで記載。４月２日以降は令和5年度末までに整備予定に○をつけてください。）また、「その他」と回答する場合は、今後の対応予定や現在の状況を具体的に記載してください。
b上記の「a.整備状況」で、「整備済」と回答した市町村について、圏域で整備した場合は、圏域名を記載してください。（※｢〇〇圏域｣と圏域名は統一して記載してください。）なお、それ以外の場合は｢-｣のままにしてください。
c.上記の「a.整備状況」で、「整備済」と回答した市町村について、「多機能拠点整備型／面的整備型／多機能拠点整備型＋面的整備型／その他の整備類型」から当てはまる欄１つにプルダウンから○をつけてください。また、「その他の整備類型」を選択した場合、その整備方法を記載してください。
d.上記の「a.整備状況」で、「令和5年度末までに整備予定／令和6年度に整備予定／その他」と回答した市町村（特別区を含む。）のみ回答してください。拠点等を整備するに当たって、
　必要な５つの機能（①相談②体験の機会・場③緊急時の受入・対応④専門的人材の養成・確保⑤地域の体制づくり）をお示ししているところですが、備えるのが特に困難な機能について、①～⑤の該当する項目すべてにプルダウンから○をつけてください。（ない場合は空欄で可）
e.上記の「a.整備状況」で、「整備済」と回答した市町村について、拠点に配置するコーディネーターを配置している場合はプルダウンから〇をつけてください。（配置していない場合は空欄のままにしてください）
　「a.整備状況」と「b.圏域での整備状況」についてチェック表がありますので黄色塗りつぶしセルを確認してください。

  ※貴都道府県管内の市町村（特別区を含む。）について、全ての市町村（特別区を含む。）が所在するか否かをご確認いただき、市町村（特別区を含む。）合併等の関係で、所在漏れ、名称が異なる等の場合は、追加、修正が見える形で修正してください。
※提出の際はファイル名の【自治体名】を都道府県名に変更して提出してください。

e.拠点に配置するコー
ディネーター

※「a.整備状況」で、
「整備済」と回答した市
町村のみ記入

470007 沖縄県 人 -
472018 沖縄県 那覇市 315,539 人 ○ R5.4.1 - ○
472051 沖縄県 宜野湾市 99,902 人 ○ - ○ ○ ○
472077 沖縄県 石垣市 49,888 人 ○ - ○ ○ ○
472085 沖縄県 浦添市 114,868 人 ○ R3.3.23 - ○
472093 沖縄県 名護市 63,817 人 ○ - ○ ○ ○ ○
472107 沖縄県 糸満市 62,173 人 ○ R4.3.31 - ○
472115 沖縄県 沖縄市 142,351 人 ○ R3.4.1 - ○
472123 沖縄県 豊見城市 65,690 人 ○ - ○ ○ ○ ○
472131 沖縄県 うるま市 126,023 人 ○ H31.4.1 - ○ ○
472140 沖縄県 宮古島市 54,964 人 ○ - ○ ○ ○ ○
472158 沖縄県 南城市 46,009 人 ○ R2.3 - ○
473014 沖縄県 国頭村 4,500 人 ○ R4.1.1 北部圏域 ○ ○
473022 沖縄県 大宜味村 3,034 人 ○ R3.3.1 - ○
473031 沖縄県 東村 1,734 人 ○ R3.2 - ○ ○
473065 沖縄県 今帰仁村 9,343 人 ○ - ○ ○ ○
473081 沖縄県 本部町 12,957 人 ○ R3.3 - ○
473111 沖縄県 恩納村 11,275 人 ○ R5.4.1 - ○ ○
473138 沖縄県 宜野座村 6,281 人 ○ - ○ ○
473146 沖縄県 金武町 11,456 人 ○ - ○ ○
473154 沖縄県 伊江村 4,355 人 ○ R5.4.1 - ○
473243 沖縄県 読谷村 42,018 人 ○ R3.12 - ○ ○
473251 沖縄県 嘉手納町 13,037 人 ○ R2.3.1 - ○ ○
473260 沖縄県 北谷町 29,071 人 ○ R4.2.1 - ○
473278 沖縄県 北中城村 17,899 人 ○ - ○
473286 沖縄県 中城村 22,351 人 ○ R1.5 - ○
473294 沖縄県 西原町 35,475 人 ○ R3.6.28 - ○ ○ ○
473481 沖縄県 与那原町 19,739 人 ○ R3.3 - ○ ○ ○
473502 沖縄県 南風原町 40,440 人 ○ - ○ ○ ○ ○

473537 沖縄県 渡嘉敷村 679 人 ○
マンパワー不足、専門
的人材の不足のため

- ○

473545 沖縄県 座間味村 835 人 未定 ○
財政負担、専門的人材
の確保、地域の環境づ

くりが困難
- ○ ○ ○ ○

473553 沖縄県 粟国村 649 人 ○
人材、予算が不足して
いるため現時点では予
定を立てることが難し

- ○ ○ ○ ○ ○

473561 沖縄県 渡名喜村 295 人 ○
人材不足（専門職の確

保）
-

473570 沖縄県 南大東村 1,180 人 ○ -
473588 沖縄県 北大東村 517 人 未定 -

473596 沖縄県 伊平屋村 1,162 人 ○
人材の確保が特に厳し
い離島地域であるた
め、機能を揃えることが

- ○ ○

473600 沖縄県 伊是名村 1,299 人 ○ - ○
473618 沖縄県 久米島町 7,333 人 ○ 未定 - ○ ○ ○ ○
473626 沖縄県 八重瀬町 32,565 人 ○ R3.9.1 - ○
473758 沖縄県 多良間村 1,066 人 ○ 需要がないため -
473812 沖縄県 竹富町 4,284 人 ○ - ○ ○ ○ ○ ○
473821 沖縄県 与那国町 1,648 人 ○ - ○ ○ ○ ○

チェック表
G列「整備時期」に「R5.4」と記載がある場合はNG
※令和5年4月1日時点整備済の場合は「R5.4.1」
と記載してください

OK

L列「b.圏域での整備状況」に記載のある圏域数
※同一圏域でも名称が異なっていると（例えば「○
×圏域」と「×○圏域」）違うものとして計上されま
すので都道府県内の圏域数と同数か確認ください

1圏域

d.備えるのが特に困難な機能
※「a.整備状況」で、「令和5年度末までに整備予定
／令和6年度に整備予定／その他」と回答した市

町村のみ記入
団体コード 都道府県名

市町村名
(特別区を含
む。)

b.圏域での整備状況
※「a.整備状況」で、「整備済」
と回答した市町村で圏域で整
備している場合｢〇〇圏域｣と

記入
それ以外の場合は｢-｣のまま

にしてください

a.整備状況 c.整備類型
※「a.整備状況」で、「整備済」と回答した市町村のみ記入

人口
(令和5年4月1日現在)

整備済
※R5.4.1までに整備

済の場合
整備時期

令和5年度末ま
でに整備予定

令和6年度に整
備予定

その他
その他の場合

具体的な現状を記載
多機能拠点整備

型
面的整備型

多機能拠点整備
型
＋

面的整備型

その他の
整備類型

その他の場合
の整備方法を記載

配置
※配置している場合に
プルダウンから○を選
択してください

①相談
②体験
の機会・
場

③緊急
時の受
入・対応

④専門
的人材
の養成・
確保

⑤地域
の体制
づくり

1/1
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４ 共生社会の構築 

 

⑴ 沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例に基づく施策推進 

   ① 啓発活動や広報媒体を活用した理解の促進 

平成26年４月１日に施行された「沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり

条例」（共生社会条例）に基づき、障害や障害のある人に関する県民の理解を深めるため、啓発

活動や広報媒体を活用した理解の促進を図っている。     

  令和４年度は、オンラインによる障害理解促進講座等を実施するとともに、令和４年７月から

開始した沖縄県ちゅらパーキング利用証制度につき、テレビ、ラジオを活用した広報を実施した。 

   

  ② 相談体制の充実 

   障害を理由とする差別等の相談に対応するため、広域相談専門員の配置、調整委員会の設置、

相談員に対する研修等を実施し、相談員の資質向上を図るなど相談体制の充実に努めている。 

令和４年度は、オンラインによる相談員研修を４回実施した。 

                                  

  ③ 相談件数                                          

  【県】                         

   令和４年４月１日から令和５年３月31日までの１年間に、県に寄せられた相談件数は43件で、

その内訳は、障害を理由とする差別又は不利益に関する相談が５件、合理的配慮に関する相談が

５件、つらい事や嫌な事に関する相談が18件、その他意見等が15件であった。また、延べ対応回

数は216回で、１件当たりの平均対応回数は、5.0回であった。 

  【市町村】 

   令和４年４月１日から令和５年３月31日までの１年間に、市町村に寄せられた相談件数は29件

で、障害を理由とする差別又は不利益に関する相談が11件、合理的配慮に関する相談が６件、つ

らい事や嫌な事に関する相談が12件、その他意見等が０件であった。また、対応回数は167回で、

１件当たりの平均対応回数は、5.8回であった。 

※令和４年度の調整委員会への助言・あっせんの申し立ては１件であった。  

 

⑵ 障害者虐待防止の推進 

   ① 障害者虐待防止のための啓発 

    平成24年10月に施行された「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法  

律」（平成23年法律第79号）の周知及び障害者虐待防止の取組を推進するため、障害者虐待防止

について広く啓発を行っている。 

 

   ② 障害者虐待防止センター及び障害者福祉施設等における障害者虐待防止と対応研修について 

    障害者虐待の問題について、障害福祉サービス事業所等の従事者や管理者の理解を深めるとと

もに、市町村や相談支援事業所等の相談窓口職員の専門性の強化を図ることを目的とし、研修を

実施している。 
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  ③ 障害者虐待の状況（令和４年４月１日から令和５年３月31日までの障害者虐待の件数等） 

 

 

●養護者による障害者虐待の件数は、27件であった。 

●障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の件数は、18件であった。 

 

   ア 養護者による障害者虐待の内訳 

     a 通報・届出の受理件数 

機関 件数 

市町村が通報・届出を受理した件数 93件 

県が通報・届出を受理した件数 ０件 

 

     b 事実確認調査の結果、虐待と認定した38件の内訳 

(a) 虐待の類型（複数回答） 

虐待の類型 件数 構成割合 

身体的虐待 19件 52.8％ 

性的虐待 １件 2.8％ 

心理的虐待 10件 27.8％ 

放棄、放置（ネグレクト） ２件 5.6％ 

経済的虐待 ４件 11.1％ 

合計 36件 - 

     ※構成割合は、養護者による虐待と認定した36件に対するもの（複数回答のため）。 

 

(b) 被虐待者の障害種別（複数回答） 

被虐待者の障害種別 被虐待者数 構成割合 

身体障害 ６人 19.4％ 

知的障害 16人 51.6％ 

精神障害（発達障害を除く） ９人 29.0％ 

発達障害 ０人 0％ 

その他の心身機能の障害 ０人 0％ 

合計 31人 - 

     ※構成割合は、被虐待者数31人に対するもの（複数回答のため）。 

 

(c) 性別 

性別 人数  構成割合 

男性 10人 37.0％ 

女性 17人 63.0％ 

合計 27人 - 

     ※構成割合は、被虐待者数27人に対するもの。 

 

(d) 被虐待者から見た虐待者の続柄（複数回答） 

被虐待者から見た虐待者の続柄 人数 構成割合 

父 ６人 20.7％ 
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母 ７人 24.1％ 

夫・妻 ７人 24.1％ 

息子・娘 １人 3.4％ 

兄弟姉妹 ６人 20.7％ 

その他 ２人 6.9％ 

合計 29人 - 

※構成割合は、虐待者数29人に対するもの。  

 

   イ 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の内訳 

     a 通報・届出の受理件数 

機関 件数 

市町村が通報・届出を受理した件数 52件 

県が通報・届出を受理した件数 ０件 

     

     b 事実確認調査の結果虐待と認定した件数 

(a) 虐待の類型（複数回答） 

虐待の類型 件数 構成割合 

身体的虐待 10件 40.0％ 

性的虐待 ３件 12.0％ 

心理的虐待 ９件 36.0％ 

放棄、放置（ネグレクト） ２件 8.0％ 

経済的虐待 １件 4.0％ 

合計 25件 - 

     ※構成割合は、虐待と認定した25件に対するもの（複数回答のため）。 

 

(b) 被虐待者の障害種別（複数回答） 

被虐待者の障害種別 被虐待者数 構成割合 

身体障害 10人 33.3％ 

知的障害 11人 36.7％ 

精神障害（発達障害を除く） ２人 6.7％ 

発達障害 ６人 20.0％ 

その他の心身機能の障害 １人 3.3％ 

合計 30人 - 

      

 

(c) 性別 

性別 人数  構成割合 

男性 19人 79.2％ 

女性 ５人 20.8％ 

合計 24人 - 
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離島支援連絡会

令和５年10月19日（木）
沖縄県子ども生活福祉部障害福祉課
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○沖縄県自立支援協議会の設置
・分野ごとの協議する場として、６つ部会
を設置

・さらに特定テーマを集中的に協議する場
として、１３のワーキングを設置

○都道府県協議会の主な機能

障害者等への支援体制に関する課題の共
有

相談支援体制の整備状況やニーズ等の把
握 など

○圏域自立支援連絡会議

・市町村協議会と県協議会を繋ぐ役割とし
て、五つの圏域に設置

13



分野 氏名 所属等

1 市町村職員 末吉　亜矢子 粟国村民生課

2 市町村職員 畑　美由紀 南大東村福祉民生課

3 市町村職員 譜久村　雅人 多良間村住民福祉課

4 市町村職員 金城　利香 伊平屋村住民課

5 社会福祉協議会 島田　勝雄 伊江村社会福祉協議会　事務局長

6 相談支援従事者 安里　洋子
久米島町社会福祉協議会

指定相談支援事業所こすもす　管理者兼相談支援専門員

7 相談支援従事者 新垣　恒弥
（合）QOLSライフサポートロウル
相談支援専門員

8 相談支援従事者 伊波　剛
（福）五和会 地域生活支援事業所
うむさぱる 主任相談支援専門員

9 医療関係者 山城　涼子
医療法人晴明会　糸満晴明病院　地域医療リハ
ビリ部　部長

10 療育支援事業者 小浜　ゆかり
（特非）わくわくの会　さぽーとせんたーi
所長

11 福祉事務所 伊波　賢治
沖縄県子ども生活福祉部
宮古福祉事務所

12 福祉事務所 伊良部　直樹
沖縄県子ども生活福祉部
八重山福祉事務所

13 北部圏域アドバイザー 安村　勤
(特非)名護市障害者関係団体協議会
地域生活支援センター  ウェーブ　所長

14 中部圏域アドバイザー 津波古　悟
(一社）人文福祉会
代表理事

15
南部圏域アドバイザー

溝口　哲哉
(特非)おきなわ障がい者相談支援ネットワーク
理事長

16
宮古圏域アドバイザー

下地　晃次
（特非）マーズ　くこりもや相談支援センター
管理者

令和５年度
離島支援
ワーキング委員
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離島支援ワーキングの設置の経緯、離島支援連絡会の目的

【経緯と目的】
これまで、沖縄県では各圏域の自立支援連絡会議を土台として、市町村支援を行ってきた。

資源の豊富な中南部圏域の市町村と、資源が限られている離島町村とで、障害者支援の取組に差が生
じて、意見交換がしにくい状況があった。

離島には、社会資源が少ないというハンデがある一方で、地域住民同士のつながりがあるという強み
がある。

離島の強みを活かしながら、離島ならではの課題を解決している好事例を共有するなど、離島の方々
から学びながら支援体制をつくりたい
学んだことを、相談支援専門員を始め、福祉に携わる方々の人材育成にも活かしていきたい

まずは、離島の障害者支援の課題を把握し、可能な取組を検討するために、Ｒ４年度から離島支援
ワーキングを設置した。

【ワーキングで目指すこと】
離島から学ぶことをテーマに、離島市町村での好事例の把握や、課題の実態把握に取り組む

障害者相談支援事業を実施できていない、又は直営で実施している町村について、その課題を把握し、
委託相談（障害者相談支援事業）ができる体制について検討していきたい
離島市町村連絡会議を実施し、離島の課題を把握しつつ、好事例の共有を図る

第１回離島支援連絡会の開催の目的
• 事例、情報の共有
• 離島市町村職員の横のつながりを持ち、連携を図る
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Ｒ４離島支援ワーキングの取組
○ 第１回ワーキング（８／２４）

離島委員の方から、各離島における島の自慢や、地域課題、相談支
援体制や自立支援協議会の状況報告

○ 第２回ワーキング（１１／４）

・離島における実践報告（粟国村、伊江村、伊平屋村）
粟国村：委託相談の導入事例
伊平屋村：全国初の離島における医療的ケア児受入の事例
伊江村：協議会を活用した地域資源開発
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６月 ７月 8月 ９月 10月 11月 12月 1月 2月

コア会議 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

検討内容

・R4振り返り
・R5取組計画
確認
・第1回ワーキ
ング議題検討

・第1回WG議
題検討
・連絡会議内
容案

・連絡会議に
向けた内容研
等・準備

・R5取組の振
り返り
・R6年度に向
けた検討

・R6年度取組
計画案作成

ワーキング ◆ ◆

検討内容
・R5取組計画
の検討
・連絡会議に
向けた検討

・連絡会で得た
情報を整理、
課題の共有

離島市町村
連絡会議 ★

相談部会 ◆

協議会・本会 ◆

令和5年度離島支援ワーキング取組計画
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粟国村における委託相談としての
取り組みと現状～２０２３～

ライフサポート ロウル
相談支援専門員 新垣 恒弥
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粟国村のご紹介①
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粟国村のご紹介②
人口

663人(男性369人/女性294人) 410世帯※令和5年9月度時点

令和2年7月末時点で、障がい者手帳所持者は81人(身体61人、知的11人、精神9人)

①
粟国村役場

⑤
粟国診療所

②
粟国
幼少中学

③
JAおきなわ ④

民宿
(島内9か所)

⑥
粟国村
社会福祉
協議会

⑦
特別養護
老人ホーム
あぐに

⑧
粟国島
観光協会
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委託相談までの経緯

2019 年

(令和元年)

計画相談員として

関わり合いが開始。

2020 年

(令和2年)

計画相談員

としての関わり合いを継続。

年2～3回の頻度で粟国島を訪問。

2021年

(令和3年)

2023 年

(令和4年)

計画相談員としての関りを継続。年2
～3回の粟国島を訪問。

粟国村障害者計画及び障害福祉計画

策定のための会議に参加。

2023 年

(令和5年)

計画相談としての関りは継続。

令和4年6月、正式に委託契約が結ばれる

・・・・・
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委託相談としての動き
◎地域ケア会議への参加(参加者：村福祉課、村保健師、担当ケアマネージャー、福祉用具事業所、診療所医
師特別養護老人ホーム、社会福祉協議会、委託相談※不定期参加)

→毎月開催。主に介護保険サービスを利用されている島民に関する現状、課題等に関する共有

◎社会福祉協議会で行われているスポーツレクリエーション等への参加。

→定期イベントとしてスポレク教室、足腰教室があり毎週1回ずつ開催されている。

開催時は平均8名の参加者がおり、活動参加によって当事者の皆様との関係性作りを目的にしています。

◎ご家庭訪問

→村保健師、社協職員と一緒にに顔が繋がっている方を中心に家庭での困りごと、望む生活についてお話を
伺っています。

◎粟国村役場(民生課)や社会福祉協議会と今後、必要と思われる資源について意見交換。

22



聞こえてきた言葉

この島でこれからも
暮らしていきたい。
(40代知的障がい
をおもちの方)

スポレクのような楽
しい活動が増えて
欲しい。(50代アル
コールに課題があ

る方)

母が亡くなって今は一人暮らし。
昔は仕事の経験をしていたが
今は何もしていない。仕事があ

るならしてみたい。
(40代発達障がいをおもちの方)

高齢の母と二人暮らし。
今はお母さんがサポート
してくれているけど、一人
になっても島で生活したい。
(50代知的障がいをおもち

の方)

やりたい、楽しみたいの
声を大事に仕事や活動
が出来る機会を増やした

い。(社協職員)

なかなか人か仕事
に定着していない
印象を受けている。

(島民)
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今後、取り組みたいこと
○地域の方々との関係作り(令和4年度より継続して行う)

→福祉関係者だけではなく地域の皆さんも協力なサポーターになってもらいたい。

○当事者さまのご自宅訪問と地域ケア会議への参加(令和4年度より継続して行う)

→これまで聞いた島民の方だかの声をさらに深堀し、ケア会議等のテーブルで『地域の声』を共有する。

○粟国村役場・社会福祉協議会と協働して活動の場を考える。

→現在、行われているスポレク、足腰教室が継続されていく中で、島民当事者の皆様の声をどう反映に繋げるかについて話し合
いを行っていきたい(例：お料理教室や読み聞かせ教室のようなサークル活動？ 地域活動支援センター？ 就労継続支援B型
事業所？)

○自立支援協議会の設置

→現在、粟国村障害者自立支援協議会や専門部会についての設置は行われていない。今後、粟国村役場、南部圏域アドバイ
ザー等と話し合いの場をもちながら設置に向けて取り組んでいきたい。
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ご静聴ありがとうございました
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平成３０年度
伊江村自立支援協議会
相談支援部会 取組

～伊江村ならではの地域づくりを目指して～
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相談部会

伊江村自立支援協議会 フローチャート


શ
੍
ର
ভ
৮

ઈ

ভ
৮


ভ

৸
৬
ভ

Aさん
一人では食事や掃除が
できなくてつらいなぁ

Bさん
退院したら生まれ
育った地元で暮ら
したいなぁ

Ｄさん
生まれ育った地元で家族と
暮らしたいけれど負担をか
けるのは心配・・・

これらの課題について相談部会で整理、
共有。部会を立上げ議論を行うことが決定

地域連携ワーキング

事 務 局

伊江村自立支援協議会
制度化に向けた確認 他分野の意見交換 当事者のチェック

Ｃさん
学校や子育ての悩
みを聞いてほしい
なぁ

Ｄさん
一人で家で過ごし
ていると嫌なこと
ばかり考えてしま
うなぁ

地域の共通の課題

委託相談支援事業村福祉課 圏域アドバイザー

新たな
部会
設立へ

アルコール依存症について

包括ケアシステムについて

地域生活拠点等について
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【実績回数】

年６回 開催 （2か月に一回、偶数月）

【参加者】

伊江村役場 福祉課・村保健師/指定相談支援事
業所ちむぐくる/北部圏域アドバイザー/委託相談支
援事業所うむさぱる/ハーモニー/所ウェーブ

【内容等】

各相談支援事業所より月ごとの実績報告、個別支
援経過報告、課題について情報交換。抽出された課
題について、準備会など支援体制の構築を図る。計
画相談に実施状況について情報共有。

平成３０年度 伊江村相談支援部会
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相談支援部会 取組
テーマ 説明 具体的な取り組み

１相談支援体制整備

①地域連携ワーキング

②居場所づくりワーキング

①個別支援課題から地域の共
通課題を抽出し、新たな部会
設立により新たなネットワー
クの構築について協議会へ報
告、提案。

①入院中の精神療養者、在宅
の精神障がい者の個別事例に
関する支援経過の共有。共通
課題の抽出・整理。

①29年度居場所づくり準備会
を経て、村福祉課と村社協に
より新たな居場所が増えたこ
とにより、その経過と内容に
ついて共有する

①相談支援部会
年6回 偶数月 開催

①地域連携会
年6回 奇数月 開催

①いえまーる体験、見学
情報共有
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準備会で共有された課題

【障がい者】

・５０～60代のアルコールに課題を抱える方々への早い段階での減酒の働きかけをす
るためには日頃の関わり、交流が持てる場が必要。課題を感じ悩んでいる本人、家族
は潜在的に多いが相談に至るまで時間がかかる事例が多い。

・日中の活動の場を必要としていても就労訓練の福祉サービス事業所を利用するまで
に、何度も訪問、面談して繋げるまでの前段で時間がかかる事例もあった。

・本人を支える家族の高齢化により、親なき後の本人の生活支援、居住系サービスの
整備が必要。

・これまでの仕事など社会経験を活かし、農業など当事者が役割を持つことで、地域
に貢献できるような居場所があるといいなぁ
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【子ども】

・子育て中の母親が集う、自主活動がもっと行える場が欲しいというお母さんたちがいる

※月に一回母子事業で母親の集い「育児サークルイルカの会」があるが、もっと回数を

増やしたいという声がある

・日頃から気軽に集まれる場があれば、いずれファミリーサポートの支部として活動すること

も可能ではないか・・・待機児童のサポートにも繋がる可能性が

※自分の自宅で子どもを預かり世話をすることはできないが、場所提供があるならば自

分の 時間を使えるというサポーターが開拓で可能性がある

・各地で行なわれている「子ども食堂」のように、食を通して様々な課題を抱える子どもたち
に日頃から関わりが持てるような場があると良い。

※子どもの貧困、学習支援、無料塾の場があると良いなぁ
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【高齢者】

・介護予防のミニデイが月に１～2回で回あるが数が少ない

・元気なお年寄りが「100円食堂」のような食を通して日頃から気軽に集まり、交流が持てる場が
あると良い

・シルバー人材派遣センターがあるといいなぁ

【その他】

・シェルター的な一時保護、緊急一時保護の場所としても活用できれる場所があると良い

※過去に保護の必要な方をホテルで宿をとり、調整した事例があった。
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平成３１年度
伊江村自立支援協議会
相談支援部会 計画

～伊江村の実情に応じた地域づくりを目指して～
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次年度 相談支援部会 計画
テーマ 説明 具体的な取り組み

１相談支援体制整備

２地域生活支援拠点等の整備

３アルコール依存症者に関する
体制整備

【ワーキング】
１地域連携会

①個別支援課題から地域の共通課題を抽出
し、新たな部会設立により新たなネット
ワークの構築について協議会へ報告、提案。

①障がい児者の重度化・高齢化や「親亡き
後」を見据え、居住支援のための機能（相
談、緊急時の受入・対応、体験の社会資源
の改善、開発について検討し、ネットワー
クの構築を目標とする

①アルコール依存症者に対する理解と対応
について学び、地域の受け皿に関する課題
抽出と共有を図る

①入院中の精神療養者、在宅の精神障がい
者の個別事例に関する支援経過の共有。共
通課題の抽出・整理。

①相談支援部会
年6回 偶数月 開催

①地域連携会
年6回 奇数月 開催
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平成31年度 年間予定
実施月 4月 5月 6月 7月 8月 ９月

協議会（本会）

相談支援（部会） ① ② ③

地域移行連携会
（ワーキング）

① ② ③

事務局会 ① ② ③

実施月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

協議会（本会） ①

相談支援（部会） ④ ⑤ ⑥

地域移行連携会
（ワーキング）

④ ⑤ ⑥

事務局会 ④ ⑤ ⑥
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伊江村社会福祉協議会 事務局長 

離島支援ワーキング委員 島田勝雄（伊江村） 

 
離島支援連絡会取組報告書 

 

伊江村社協の取組について紹介します。前回も紹介しました居場所づくり事業の「いえ

まーる」についてですが、障がい者や高齢者が気軽に集い生き生きと活気のある活動を

目的に平成 29 年 11 月に立ち上げ 6 年が経過しました。 

これまでの開催回数は 140 回を数え、障がい者、高齢者など毎回 30 名程度の方々に参

加頂きパズル・将棋・カラオケ・習字・ゲーム等を各々が自由に選択しながら楽しんで

過ごしています。今後も参加者のニーズを把握しながら内容を充実していきたいと考え

ています。 

伊江村身体障害者協会の事務局を令和 4 年度から役場から社協へ引継ぎ現在 21 名の会

員がいます。スポーツ大会、福祉大会、村外レク活動に取組んでいます。又今年度から

新たに視覚障がい者の方 2 名が加入しサウンドテーブルテニスと陸上競技に参加しま

した。サウンドテーブルテニスの練習は社協の福祉センターで行いましたが通常の卓球

台しか有りませんでしたので、段ボールを用いて急こしらえでサンドテーブルに仕立て

何とか練習することが出来大会に参加しました。 

陸上競技（50M）の練習では、社協職員も始ての伴走を経験し視覚障碍者への理解を

深めることが出来今後の活動へ繋げていく事が出来ました。 
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1

小規模離島における医療的ケア児の帰島及び定着支援
における保健師の役割（母子保健）

伊平屋村役場 住民課
前田 理香
金城 利香 ・ 長嶺 佐和

前泊港（伊平屋村）

運天港（今帰仁村）

フェリー
80分
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伊平屋村の概況

⇒ ※高校はない。
中学卒業後は
“島発ち”する。

総人口 1,162

15歳以下人口 160

65歳以上人口 381

75歳以上人口 183

高齢者率 32.79%

＊ 年間出生数 ： 約10人

＊ 村内保健・医療・福祉機関
伊平屋村役場

県立北部病院附属伊平屋診療所

伊平屋村立歯科診療所

伊平屋村社会福祉協議会

高齢者生活支援ハウス

伊平屋保育所

消防団

⇒ ※妊婦健診・出産は島外医療機関。
 36週以降は島外で滞在。

⇒ ※慢性的な専門職種不足。
 訪問看護・訪問介護の事業所はナシ。

※令和5年4月1日現在

事例紹介

R3年.7月 ＠県立中部病院

＊ 在胎24週4日で出生 ： 超低出生体重児（４００g台）

R4年.3月 ＠県立南部医療センター・こども医療センター

＊ 在胎38週6日2,800g台で出生 ： 重症新生児仮死

＊ 医療的ケア … 人工呼吸器・気管切開・吸引・酸素吸入・経鼻経管栄養

＊ 医療的ケア … 人工呼吸器・気管切開・口腔持続吸引・経鼻経管栄養

＊ 慢性肺疾患

＊ 慢性肺疾患・先天性ミオパチー疑い
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切れ目のない支援

＊ 妊娠中 … 気になる妊婦として継続的に関わる

「頭の中の整理がまだついていない…」

※心配事・不安
・ 赤ちゃんの状態
・ 滞在先（どこに？・いつまで？）
・ 経済的なこと

＊ 出産後 … 電話やLINEでのやり取り
父との面談・状況聞き取り

「前回も産後メンタル不調があった」

「羊水過多で紹介（転院）になった」

「第1子からのブランクが長くて…」

「血圧が高いと言われた」

＊ 入院中 … 電話やLINEでのやり取り
父との面談・状況聞き取り
滞在先への訪問

「おっぱい届けなきゃ！」

「コロナに感染しないか心配…」

「兄弟児のことが気掛かり…」

「島に帰りたい！ （帰れるの？）」

「家族みんなで一緒に暮らしたい」

帰島に向けて ～ないないづくし～

＊ 医療資源が少ない

＊ 訪問系サービスがない

＊ 離島村の現状・本島とのギャップ

＊ 医療的ケア児の受け入れ（過去に例がない）

「医療的ケア児って？」

「緊急時の対応は？」

「何から始めたら…」

「どんな支援が必要なの？」

「フェリーが欠航したら？」 ・ 「ヘリが飛ばないことも…」

「停電のときはどうなるの？」

「診療所で出来ることには限界がある」

「消防団にとっても未経験な事例」

「訪問看護はない…」

「家族の頑張りだけでは破綻してしまう…」

島での受け入れ準備・体制整備が必要（課題は山積み）
安心して帰島して貰うためにも―

「コロナに罹ったら？」
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北部保健所

伊平屋村役場

県立北部病院

伊平屋診療所 相談支援事業所
うむさぱる

難病相談支援センター

アンビシャス

訪問看護事業所
はなはな

訪問介護事業所
かりゆし・ゆいゆい

北部圏域アドバイザー
医療機器

沖縄メディカルサポート

島に帰りたい！
家族一緒に
暮らしたい！

支援調整会議 ～構成機関～

支援調整会議 ～構成機関～

40



2023/10/5

5

支援調整会議 ～話し合われた内容～

＊ 情報の共有・課題の抽出と対応策の検討

＊段階的な在宅移行計画 

＊退院後の外来通院（通院スケジュールの確認）

＊人工呼吸器の予備器（離島で即時故障対応が出来ないため）が必要

＊災害時電源確保の問題・・・県の「発電機貸与事業」 ⇒ 落選 

＊台風時レスパイトの利用について ⇒ 台風（フェリー欠航）前の移動

＊緊急時の対応方法

＊フェリー乗船時の動線確認

＊兄弟児支援について 等

在宅生活支援 経済的支援 社会生活支援

出生

入院中

転院

退院

帰島

＊ 相談

＊ 医療ソーシャルワーカーとの連携
＊ 産後ケア

＊ 圏域病院への転院
⇒ 在宅生活に向けた基盤整備本格化

＊ 本島内（マンスリーマンション）
での生活訓練

＊ 養育支援訪問（家事支援・育児支
援）

＊ レスパイト（入院・訪問看護）

＊ 親子ふれあい地域療育支援事業

【調整中】 外来通院時の移動支援

＊ 未熟児養育医療
＊ 未熟児医療受療児の母親の宿泊費助成

＊ 小児慢性特定疾病医療
＊ 小児慢性特定疾患等に係る渡航費助成

事業

＊ 小児慢性特定疾病児童日常生活
用具給付事業

＊ 特別児童扶養手当
＊ 医療的ケア児等非常用発電機貸与事業

＊ 障害福祉サービス（重度訪問介護・
通院等介助）

＊ 身体障害者手帳

＊ 人工呼吸器（予備器）貸与事業

＊ 訪問看護事業所への渡航費及び移動時
間の保障

＊ 養育支援訪問事業

＊ 消防団への研修・勉強会および救急
搬送訓練

＊ 保育所での小児BLS研修会

＊ ファミリーサポート（兄弟児支援）
＊ フェリー乗船時の動線確認・特別室

環境整備
＊ 地区防災施設・設備の確認
＊ 区長・公民館コーディネーターとの連携
＊ ウェルハピ（母子の集い）への参加

移 行 支 援 施 策 化 基 盤 整 備
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＊ 本島内（マンスリーマンション）での生活訓練

段階的な移行計画 ： （本島内）試験外泊→（本島内）在宅生活体験→（伊平屋村）試験外泊→帰島！

⇒ 島の生活を想定して、在宅生活を体験する。

利用したサービス ：

・訪問看護

・訪問介護

・移動支援

・通院等介助

・在宅生活での課題を確認
・緊急時の対応方法
・通院の際の課題の確認

  帰島後は、サービスの激減が想定される 
ため、家族でできるケアの方法の確立。

  課題の整理を行う。

支援➊

＊ 人工呼吸器の予備器（離島で即時故障対応が出来ないため）が必要

＊ 災害時電源確保の問題・・・県の「発電機貸与事業」 落選 ⇒ 村独自の貸与事業の創設

＊ 未熟児医療受療児の母親の宿泊費助成（在宅生活体験時も含む）

村独自の助成事業を創設

＊ 訪問看護事業所への来村時渡航費助成

＊ 【調整中】 外来通院時の移動支援事業・移動支援費助成

支援➋
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支援➌

＊ 緊急時の対応方法
⇒ 診療所・消防団・訪問看護・役場にて、緊急時対応方法の研修会と体制整備

＊ 養育支援訪問（家事支援・育児支援）の立ち上げ

支援➌

＊ フェリー乗船時の動線確認
⇒ 保護者・船員・役場にて乗下船時の動線を確認
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完全に紛れてますケド、

こ○○ちゃん

弱い鬼

お父さん
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まとめ

＊ 実態把握と共有

◎ 家族・支援者が同じ目標に向かうこと

＊ 保護者の抱える不安の傾聴、代弁

＊ 多機関との連携

＊ 課題の整理と対応

＊ 事業の活用と施策化

＊ 在宅移行支援

「出来ない・無理・不可能」ではなく、

『どうしたら出来るだろうか？』
『出来ることをみつけよう！』

今後は・・・

＊ 療育・教育を含む、他機関・他分野との連携強化

ご清聴ありがとうございました。
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南大東村における
障害福祉の現状と課題

南大東村役場

畑 美由紀
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南大東村について（令和４年度)

令和４年度 健診・医療・介護データからみる地域の課題

・人口総数（人） １２８５人
・高齢化率 ２４．６％（２８．７％）
・出生率（人口千対） ５．４％ （６．８％）

・合計特殊出生率 ２．３（平成２５－平成２９）
（１．３４ 2020年）

・平均寿命 男性 ８０．２（８０．８） 女性 ８７．５ （８７）

・自立支援医療受給者証 精神通院 ２４名
・小児慢性特定疾病医療受給者証 １名
・指定医療費（指定難病）受給者証 ４名
・療育手帳 １名
・障害者手帳受給者 ４１名 (R3,10)
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・社会福祉協議会

デイサービス、訪問介護

・地域包括支援センター（村営）

・ハッスル会（村営）

・夢くらぶ（村営）

障害福祉サービスについて
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療育相談・発達外来

・臨床心理士による療育相談、知能検査を実施

・小児発達専門医師による外来診察

・ケースカンファレンスの開催
（小児発達専門医師、小中学校特別支援コーディネーター､教頭、

診療所医師、保健師）
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離島巡回診療

・オリブ山病院の医師、精神保健福祉士が
毎月1回診療
（認知症、精神疾患、発達障害の診療・訪問診療）
・医療連携会議
（診療所医師、看護師、保健師 医療連携会議を開催

退院前調整
会議を開催
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アルコール相談

・専門病院から医師が年3回
来島し診療・相談を実施

・来島時講演会を開催

・毎月ZOOMでアルコール
相談を実施
専門医師と診療所医師が連携
し診療している

51



・2か月に1回開催

（来島とZOOM)

・臨床心理士による個別相談

一人1時間

・人間関係や子育てなどの

悩み

中学生も利用していた。

カウンセリング
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就労支援ケースについて
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障害福祉
自立支援協議会

【自立支援協議会】 年2回 開催
【参加者】 保育園 幼稚園 小中学校 社会福祉協議会

診療所 教育委員会 役場 民生委員
南部圏アドバイザー 相談支援事業所

子ども部会 相談部会 就労部会に分かれて進行中
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子ども部会 相談部会 就労部会

小中学校 幼稚園
保育園 教育委員会
相談支援事業所（島
外）

診療所医師
社会福祉協議会
南部圏域アドバイザー
相談支援事業所（島外）
保健センター

福祉民生課
保健センター
相談支援事業所
住民

・就学支援委員会の
要綱づくり

・支援員の学びの場
・療育相談に関する
パンフレットの作成

・医療、介護、福祉の
相談窓口、サービスや
制度などがわかるパン
フレットの作成

・作成したパンフレット
の勉強会

・産業課が管理して
いるビニールハウ
ス高齢者や障害の
方と一緒に畑づくり

・支援者の人材確保
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離島における課題

①障害・福祉で働く人材がいない

②島外から働く人の住む場所がない

③重度の障害や多くの介護度が高くなると家族

だけでの介護は難しく、島内でのサービスが少

ない為、島外への施設入居となる

④社会福祉士、ケアマネージャーなどの専門職

がいない

⑤介護スタッフ、障害、福祉担当職員の資質向上
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離島における強み

離島独自のサービスを
作ることができる
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医療的ケア児の支援体制整備について

１　県内における医療的ケア児の人数（R5/4/1現在）
　（調査方法）市町村を通じて、県内の医療的ケア児の人数を調査

0歳以上～
3歳未満

3歳以上～
6歳未満

6歳以上～
18歳未満

合計

北部 12 8 18 38
中部 34 35 99 168
南部 39 51 137 227
宮古 3 5 15 23
八重山 7 3 2 12

合計 95 102 271 468

設置済み
令和５年度
見込み

令和６年度
見込み

未定

北部 9 0 0 0
中部 9 2 0 0
南部 8 1 1 6
宮古 1 0 0 1
八重山 3 0 0 0

合計 30 3 1 7

３　市町村における医療的ケア児コーディネーターの配置状況

令和4年度末
配置人数

令和３年度
計画目標

令和４年度
計画目標

令和５年度
計画目標

北部 6 3 3 6
中部 25 13 14 17
南部 14 12 16 25
宮古 3 1 1 1
八重山 3 0 0 2

合計 51 29 34 51

２　市町村における医療的ケア児支援のための関係機関の
　協議の場の設置状況（R4年度末時点）

※　医療的ケア児等コーディネーターは、自らの専門性による支援を行いつつ、他の分
野にも一定の知見を有し、対象児の支援に当たり、関係者・関係機関と連携（総合調整）
を図る者であり、各市町村において配置が予定されている。（各市町村の障害児福祉計
画で定めるよう、国の基本指針に明記）
※　県としては、保健師、訪問看護師、相談支援専門員等を受講対象とする「医療的ケ
ア児等コーディネーター養成研修」により人材育成を行い、各市町村への配置を支援・
促進する。

※　国の基本指針の中で、「医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、平成30年度末まで、各都道
府県、各圏域及び各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るた
めの協議の場を設けることを基本」としている。なお、県及び圏域単位の協議の場については、設置済み。
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